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会 議 の 名 称 第６回小金井市保育検討協議会

事務局 子ども家庭部保育課

開催日時 平成２７年１０月２１日（水）午後７時３０分 戸～ ９時００分
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師岡 章委員（ 学 識 経 験 者 ）

三橋誠委員（公 立 保 育 園 運 営 協 議 会 代 表 ）

人下田友恵委員（公立保育園運営協議会代表）

長 岡 好 委 員 （ 民間保育園園長会代表）

真木千妻子委員（認証保育所事業所代表）

石原久枝委員（福祉サービス（障がい者(児））事業者代表）

石黒めぐみ委員（公募市民）
Q

大塚和彦委員（公募市民）

佐久間育子委員（子ども家庭部長）

鈴木遵矢委員（保 育 課 長 ）

前島美和委員（くりのみ保育園園長）

海 野 仁 子 委 員 （けやき保育園園長）

欠
席
者

加藤吉和委員（学識経験者）

多 米 紀 子 委 員 （公募市民）

藤井知文委員（ 保 育 課 長 補 佐 ）

傍聴の可否 Ｑ＞・ 一部不可。不可

傍聴者数 １８人

会議次第

会
事

開
議

１
２

(1)第５回会議録について

(2)協議事項

現状確認及び課題の抽出を踏まえた対応の検討
(3)次回日程の確認

３閉会

発言内容 ●

発言者名（主

な発言要旨）

別紙のとおり

会議結果

２議事

(1)第４回会議録の確認

(2)協議事項

現状確認及び課題の抽出を踏まえた対応の検討
（３）次回日程の確認

平成２７年１１月２７日（金）１９時３０分から開催す
ることとした ｡



岸

、

２

卜
Ｌ

提出資料

資料１７前回会議にて（９月２５日）配布された資料１６
(師岡会長作成資料）について（大塚委員提出資料）

資料１８第４回会議の継続議論の必要性

(大塚委員提出資料）

資料１９平成２６年度特別保育事業および地域子育て支
援事業実績（小金井市民間保育園園長会加盟８園

のアンケートによる）（長岡委員提出資料）

そ の 他 なし



○師岡会長

○鈴木課長

○師岡会長

○師岡会長

○大塚委員

第６回小金井市保育検討協議会会議録

平成２７年１０月２１日

開会

今、報告いただきましたとおり、加藤委員はご欠席です。ただ、

石黒委員と多米委員のほうからは特にご連絡はなく、今日、出席の

ご意向ということですので、もう間もなくご到着だろうというふう

に思います。現時点で１０人中７名ということで、進めてまいりた

いと思いますけれども、よろしいでしょうか。

では、ただいまから第６回目の小金井市保育検討協議会を開会い

たしますｂ改めまして、本日は大変お忙しい中、ご出席いただきま

してありがとうございます。

それでは、既に、お机の上に配付してございます次第に従いまし

て進めてまいりたいと思います。では、議事に入ります。まず、議

事の（１）、第５回目の会議録について、を議題といたします。事務

局のほうから説明をお願いします。

保育課長です。

第 ５ 回 の 会 議 録 につきましては●未定稿の送付が遅くなり大変申

しわけございませんでした。委員の皆さんの校正につきましては、

１０月２８日までにご確認の上、事務局までご連絡いただき、確認

は正副会長にご一任いただき、確認後、公開する取り扱いとさせて

いただきたいと思います。

以上です。

ただいま、第５回の会議録について事務局から説明がありました。

事務局の説明どおり取り扱うことで、異議ございませんでしょうか。

（「異議ありません」の声あり）

ありがとうございます。ご異議ございませんので、第５回会議録

については、●委員の皆さんで１０月２８日までにご確認いただいた

上で、修正等ある場合は事務局までご連絡いただくこととして､そ

の確認は正副会長のほうにご一任いただいて、確認後、公開するこ

とと決定いたしました。

では、続いて議事（２）協議事項を議題といたします。

本日の協議事項は、前回に引き続き現状確認及び課題の抽出を踏

まえた対応の検討です。大塚委員のほうから資料の１７、それから

１８，２件の資料提出がございました。大塚委員のほうから補足説

明等ございましたら、ご発言をお願いします。

一応、提出させていただきました質問書と意見書につきましては、

前日に配られましたん･で目を通していただいているというふうに思

いますけれども、こ ういう意見書を出した、どういうことで出した

のかというようなこ と と 、 あ と 内 容 に つ い て 、 項 目 ご と と い う よ り

も、考え方について補足説明させていただきたいというふうに思い

ます。

まず、この質問書、意見書を提出した理由ですけれども、意見書

の中に書いてございますけれども、この会議は時間的制約があって、
３



○師岡会長

○三橋副会-長

●

○大塚委員

もともと半年で８回、しかも当初は２時間の予定だったのが、１回

の会議ですね、１時間半ぐらいに短縮というような事情もありまし

て、何分、時間的制約があるということで、会議の貴重な時間を有

効に使うためにも、会議の中で説明し切れなかったこととか、ある

いは意見として十分に言い切れなかったこととか、そういうことを

書面にして。

これ書き物で提出するという、そういう時間的なセーブというの

もありますけれども、会議の場では口頭ですと話が飛んだり焦点・

要点がまとまらなかったりする場合もありますので、書き物の場合

は、その辺寸意見が整理されて簡潔にできるという利点もございま

して、これを事前にメンバーの皆様に理解していただいていると、

実際の会議のときに実のある会議ができるのではないかということ

で提出させていただきました。

今後、この方式の活用をほかの委員の方もやってみたいという同

様のご事情が、もし、おありになれば、その辺、事務局のほうで、

そういうぐあいに取り計らっていただくということでよろしいです

かね。皆さん、委員の方のご意見次第ですが。会長、それはよろし

いですか。

今のご説明で、何か皆さん、質問、確認されたければと思います。

資料の提出自体は、今現状でも、議事に関係あるものであれば、

最終的には会長が判断して配られていると思いますし、今回の資料

もそういう中で配られていることと思います。それは、今までであ

っても、それこそ傍聴者であっても、あるいは今回、長岡委員から

の資料もありますけど、資料で提出したければ資料で提出すればい

いということだと思うんで、特段、何か特別な話ではないというふ

うに思いますけれども。

そうですか。わかりました。

それでは、早速、中身のほうの私の質問書の要点ですけれども、

質問書のほうでは今回の協議会での検討必要事項ということに関連

しまして意見を申しましたというか、質問をさせていただきました。

私の捉え方では、この協議会で検討すべき事項として二つの必要

事項があったと思うんです。議論の対象として、一つ目は、全ての

保育園を対象とする保育上の課題についての検討です。それで、内

容的には、保育の質の維持向上やサービスの拡充に関する考察です。

これは、現在のメモの中にも書かれているわけでありますけれども。

もう一つは、公立保育園について、公立園が抱える特有の課題に

ついての検討事項というのがあります。例えば、最初に配られた協

議会設立に係る主要な論点の中でも、１番、２番、３番、４番とあ

りまして、３番に公立保育所の果たしていくべき役割とありますし、

４番目に運営方式の見直しというようなこともございまして、それ

と総合的な見直しの中で公立園のいろいろな課題、そういうものも

提起されておりまして、したがって、設置要綱でも求められている

わけですけれども、公立保育園について、公立園が抱える特有の課

題についての検討ｄ内容的には、公立園の管理運営の効率化、それ

から今後、果たすべき特別な役割というようなことがあったと思う
４



○師岡会長

○大塚委員

○師岡会長

○ 大塚委員

んです。

ということなんですが、この間、……いただきました会長メモ、

通称「会長メモ」ということで、この内容を見させていただくと、

二つの検討課題のうちの保育所全体の現状確認と質の向上等にかか

わる論点にほとんどが絞り込まれるということで、本来議論される

べき、もう一つの検討事項、公立園の管理運営のあり方、効率化対

策の検討なんですけれども、すっぽり抜け落ちちゃっているんじや

ないかというふうに疑問を感じたわけです。こういう検討事項につ

いては、私自身、これまでの会議の場でも折に触れて議論すべき事

柄であるということで意見を申し述べてまいりました。この会長メ

モを見る限りは、その辺の論点としては考慮されていないんではな

いかというふうに感じたわけです。

あと、今日を含めまして３回、会議の時間は残っておりますので、

この問題を議論していただけませんかということで、質問書では設

置要綱の規定に照らし合わせて、ちょっとかたい文章でしたけれど

も、そういうことを申し上げたんです。

それから、もう一つ。

ありがとうございました。

これは、一つずついったほうがよろしいですか。次の意見書を。

どうぞ、続けて下さい。

そうですね。意見書のほうについての中身のほうなんですけれど

も、重要な論点として私が認識しております民営化による財政効果

を初めとする何点かを紙上意見として提出しましたので、これに関

す る ご 質 問 や 、 さ らなる、そうじやないんだとか、いや、これはこ

うなんだというようなご意見がございましたら、今日のこの場での

意見のやりとりをやらせていただきたいと、こんなふうに思います｡

それから、あと何点かありまして、手短にいきますけれども、会

長メモに直接関係する内容の箇所について、ちょっと述べさせてい

ただきます。

メモをちょっとごらんになっていただけますか。会長メモですね。

会長メモの２番の現状確認、課題の抽出、これの４番目の箇所なん

ですけれども、市が保有する保育施設の維持管理に向けた対応につ

いてというところで、ここはかなり長い文章が入っておりますけれ

ども、この文章の内容が、何遍か読み直したんですけれども、よく

理解できないんですね。それで、恐縮ですけれども、ぜひ、わかり

やすく解説をしていただけませんか。，

それから、ついでなんですけれども、この部分の中に私の理解と

ちょっと違う点がありまして、内容的に事実誤認はないかどうかと

いうのも再確認していただきたいと思います。

それで、あと、もう一つ。メモ内容の１番、２番のところ、今の

同じところの１番、２番、待機児童の解消に向けた対応、それから

多様なニーズの充足に向けた対応、この項目で、「のびゆくこどもプ

ラン」、子ども・子育て支援事業計画なので、こういう中で計画もき

ちん と立 てら れる し、今後はこれを粛々と遂行していくことを求め

たいというような、一応、そういう方向で市に求めていくというこ

５



○師岡会長

○大塚委員

とが書かれておりますけれども、この点について、市の総合的見直

しの資料１２というのがこの会議で配られたんです。資料１２をお

持ちですかね。

資料１２は配付されていますよね。

はい、されていますよ。

これは、保育業務の総合的な見直しという資料です。この資料の

３ページ目、項目３、課題解決に向けた対応という部分がございま

すが、ここに「のびゆくこどもプラン小金井」からの抜粋、それ

で前項で述べた問題を解決するための具体的に推進する事業として、

子育て支援に関する「のびゆくこどもプラン小金井」に掲げられ

た事業内容は、ここに一覧表で出ておりますけれども、以下のとお

りであるが、前述のとおり市の財政状況は厳しさを増しており、こ

のままでは新たな行政需要に応えていくことは困難になるばかりか、

現在の市民サービスの縮小低下を招く事態も予想されるところとな

っている、こういうぐあいに書かれています。

これは、どういう意味かと言えば、現状のままではプランを粛々

と進めていくことは財政的に困難だというふうに述べられているわ

けです。これに対する協議会の最終的な意見が、「プランを粛々と遂

行することを求める」ということだけでいいんでしょうかというこ

となんです。財政状況に関しても、いろいろな課題とか、そういう

ものがいろいろなところに盛り込まれておりますので、やはり財政

面での委員のコメント、協議会のコメントといいますかね、委員の

個別でもいいかと思いますけれども、コメントも、これに加えるべ

きではないかと。粛々とやってもらうというのは非常に重要なこと

なのです。そのための財政面での考察も、これは議論の中で求めら

れていると思いますので、それについても議論してコメントをした

ほうがいいのではないかというふうに考えます。

それで、こういう事情で、現在、積み残しになっております設置

要綱の２番目の検討事項です、ど真ん中の市が設置する保育所の管

理運営の効率化ということについて、あと３回しかありませんけれ

ども、この協議会の中でぜひ議論をすべきではないかということを

お願いしたいというふうに思います。

それで、その際に、今回という意味でなくても次回でもいいんで

すけれども、その際に資料もちょっと請求させていただきたい。こ

れは私の意見書の中にも入ってございますが、運協のほうで使われ

た資料の’７番です。これは「民間・公立保育所の決算額等推移過

去５年間」という表でして、できれば、これも少しアップデートし

ていただいて、せっかくの協議会ですから、なるべく最新の情報も

含めた議論をしたほうがいいのではないかというふうに思いまして、

ぜひ原局のほうで資料をご用意いただけないかなというふうに思い
ます。

それで、最後になりますけれども、私の意見や意見書等に関しま

して、ほかの意見の方のご理解、ご賛同、あるいは類似の意見等、

そういうものがございましたら、そういうものを合わせて、ぜひ協

議会のまとめの中に織り込んでいただけないでしょうかということ
６



〆

○ 師岡会長

○ 八下田委員

○大塚委員

○ 八下田委員

○大塚委員

○三橋副会長

のお願いでございます。

私の提出した資料については、項目別にやっておりませんけれど

も、概要の説明ということで補足説明させていただきました。以上
でございます。

ありがとうございます。

何か、皆さんのほうでご質問、あるいはご意見等、ございますか。

確認なんですけど、資料１のこの協議会の設置要綱で、第２条に

協議会は次に上げる事項について協議するものとするで、１，２，

３で、４はそのほかということなんですが、そのうちの（２）だけ

について話を進めていくということですね、今の大塚委員のお話だ

と。設置要綱の第２条に１，２，３，４とあって、その４点につい

て協議するものとするとあるんですが。

４番は、その他、この協議会で必要なものということですね。

そうですね。

それ以外は。２番だけではなくて、これまで、もう既に５回やっ

て、いろいろなことを協議されているわけです。２番がまだ残って

いるというので、残りの時間でそれをやっていただく、そういう意

味でございますｄ

これまでの議論の経緯を言ったら、会長メモが前回出され、それ

に 対 し て 、 後 日 頂 いたこの資料の中で、大塚委員のほうからは、そ

の場だと困るというような話もありましたけれども、もちろん、事

前に配れれば配れるにこしたことはないですが、やはり準備や進行

上、当日配付というのもあり得る話ですし、そのため、その場で読

み上げて確認をして、この会として了承されたと。その後、また新

たな論点とか違ったご見解があるということであれば、それはそれ

で、議会みたいに一事不再議と言って、一回議決したことは、もう

一回同じ案件は審議をしないというようなこと、そんなことは言い

ませんけれども、ただ、今、大塚委員から言われたことというのは、

おおむね、その前までの議論と基本的には変わっていないなという

ふうに、正直、今、お聞きして思いました。

正直、僕の方からも、大塚委員に提出いただいたこの意見書とか

論点メモとかの内容の一個一個については意見を言いたいことはた

くさんあるんです。例えば、我々は民間委託に反対しているわけで

はないと言ったことに対して、では、やり方の問題ですねと言われ

ているんですけれども、やり方の問題ではなくて、、我々は単に賛成

も反対もしていないというだけで、間口を広くいろんな角度から議

論しましょうと言っているだけであって、別に賛成も反対もしてい

るわけではないんですｂやり方の議論をしたいというわけでもない

んです。

．というのを、曲解されているようなところを一個一個お伝えする

のも一つかとは思うんですが、ただ、それをやるにはやはり時間と

してもったいないし、逆に、我々も、これを家へ持ち帰って、では、

これについて一個一個ペーパーを書いてというようなことをするこ

と自体も、負担や費用対効果を考えるとできれば避けたいなという

のが正直なところでし て ｡
７



○ 大塚委員

○三橋副会長

○大塚委員

○師岡会長

○長岡委員

○大塚委員

○三橋副会長

○師岡会長

○長岡委員

○大塚委員

○長岡委員

○師岡会長

本来の本筋の議論として、今、１，２，３，４という要綱が上げ

られていて、その１，２，３，４に対して今まで委員問で意見を言

ってきて、それを会長メモとしてまとめられたと。これまでの議論

として、効率化の中身というのは、財政の話も当然あるのは了解し

ています｡ただ、一方で、中身を、より質を高めていくということ

も効率化の一つだという話も議論されていることだと思います。で

すので、一方的な解釈でこういうふうにやるということではなくて、

やはり一度、要綱などに立ち返って、会長メモが出て整理されてい

るものがありますので、これについて粛々とやっていただけたらい

いのではないかというのが意見です。まずは、よろしくお願いしま

す。

ちょっと意見がかみ合っていないといいますかα

かみ合っていないですね。

ええ。ちょっと私も、どう答えていいのか。

ほかの方はいかがですか。～

質問なんですけれども、資料１８の一番下のところに、下から４

段目 のと ころ から 、申しわけありません、何か細かいことで、この

資料には児童一人当たり年間約６０万円、１００人規模の保育園な

らば年間６，０００万円の市の持ち出し経費の差額があると。この

意味がわからないです。

それではですね……。

すみません。議事進行なんですけれども、今、この中身の一個一

個の議論をするということなのか、それとも会長メモに沿ってやっ

ていくのかというところに関係するところに、できれば進行をまず

確認させていただきたいと思って。

要は、この中身のところについて、僕も一個一個、これ、ちょっ

と了解違いじゃないかどうかと思うところはたくさんありますけど、

それをやり出すと、多分、物すごい時間がかかるんじやないかなと

いうところがあるので。もちろん、ここに書いてある中身について、

会長メモの中では４番のところで効率化に関する話も入っていると

思いますので、そういったことを含めて、まず議事進行としてどう

かというところを確認させていただきたいなというふうに思います。

長岡委員、いかがですか。

議事進行される前に、ここだけは教えていただきたいです。

それでは、これは資料の１２になりますかね。二、三回前の会議

で提示されました保育業務の総合的な見直しの中の７ページ目に、

認可保育園における一人当たりコスト、公・民比較という表がつい

ておりますね。ここに項目別に市の一般財源から払われる公立保育

園と私立保育園の違い、金額がありまして、これが一般財源から払

われるものとして、約６０万円の児童一人当たり年間の公立保育園

と私立保育園に市が払っているネットの費用の差ということで出て

おります。正確に言うと５９万５，２３７円です。ですから、１０

０人規模になると、これが年間６，０００万というふうになります。

ありがとうございます。

Ｉまかに、ご意見、ご質問等、ございますか。
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○石原委員

○師岡会長

なかなかよくついていけないところで申しわけないんですけれど

も、大塚委員が作成してくれた資料を読ませていただきまして、ま

ず感じたことは、大塚委員がとてもこの会に対して熱意を持って臨

んでいるということと、あと、それから、これだけ意見書をまとめ

るのに相当な下調べとか資料とかを読み込んでやられたというとこ

ろで、すごいなというふうに思ったということと、それと、あと、

やはり将来を見据えて$この協議会そのものが今の子どもたち、将

来にツケを回してはいけない、そういう意味のあるものにしたいと

いうことが最後に書かれていて、それに私、非常に感銘を受けたん

です。

ですから、短い中でどのように進めていくのか、それこそ会議の

効率化というものを検討することもとても大事だと思うんですが、

やはり、今、大塚委員から出された意見はとても貴重だなというふ

うに思いましたのでＶぜひ、この意見も今回の議論の中に盛り込む

形で。、

それこそ、私も民間の立場ですので、公立から民間に行く流れと

いうものの先がどうなるのかなということを、いつも自分なりに少

し考えながら、この場で参加させてもらっているんですけれども、

ただ、余り具体的なビジョンもないので、本当に傍聴して、傍聴と

いうか、吋参加させていただいて学んでいるだけなんですけれども、

残り３回ということで、できるだけ。傍聴されている方も非常に熱

心に、皆さん、聞いていらっしやるので、実のある流れになってい

けるように、ぜひ、これも盛り込んで話をしていただけれぱなとい

うふうに思っております。

ありがとうございます。

ほか、いかがですか。石黒委員、何かございましたらご質問下さ

い。もちろん、無理にご発言していただかなくても結構ですないよ

うでしたら、よろしいですか。

それでは、私のメモに関するご質問等も含めながら、ご説明をい

ただいたと思いますけれども、端的に言えば、私のメモの書き方で

ちょっと十分説明し切れていないところが結果的に大塚委員のご心

配も生んでしまったのだとすれば、それは私の、ある意味では、文

章能力のなさなのかもしれません。

要綱にもありますし、また、私も節々でお話ししてきたように、

公立のあり方ｖ管理運営ということは大事な話題でありますしＴそ

のことを意識した中で、前回、会長メモとしてお示しした（４）に

も、それを挙げているはずなんです。ですので、そこで、ぜひ、今

回、出していただいた資料だけではなく、皆さんにもいろいろご意

見をいただければと思います。

ただ、その場合には、単純に公立がどのような役割を果たすべき

かということだけでは、当然、議論は進んでまいりませんので、民

間とのバランスの中でどんな役割を想定するのか、ないしは分担す

るべきなのか。、いや、そうではなく公民問わず、やはり子どもを保

育するという意味では等しく担うべきものがあるんだろうなど、い

ろいろなご意見があろうとは思うので、そういったことと絡めなが
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○長岡委員

○ 師岡会長

○長岡委員

○ 師岡会長

ら、市が保有する保育施設の管理の効率化を、本協議会としても意

見を上げるべきだというふうに思っております。そういう意味で

（４）を対応の検討としてあげているとご理解ください。

そこで、もうそろそろ、もう８時になりましたので、残り１時間

ですから、実際の現状確認及び課題の抽出を踏まえた対応の検討と

いうところに入ってまいりたいんですが、ただ、その前にもう一つ、

長岡委員のほうから、資料１９も提出されておりますので、その点

についても説明をお願いできますか。

事前に送付させていただいています「平成２６年度特別保育事

業および地域子育て支援事業実績」ということで、昨年の認可園８

園が協力しまして、このアンケートを作成しました。作成させてい

ただいた理由は三つあります。

一つは、子ども・子育て会議においても同様なんですけれども、

市側が、やはり公立保育園の現状を把握されていらっしやるのかも

しれないんですが、民間園の現状がどちらの会議でも薄いのではな

いかということが上げられます。いずれの会議も、認可園の数値も

ぜひ盛り込んでいただきたい。それは、盛り込んでいただきたいと

いうよりは盛り込まれていなければいけないのではないかというこ

とで、認可園８園の中にはＮＰＯ法人、株式会社、さまざまな経営

主体の園が一つになって、このアンケートを作成してくださいまし

た。

二つ目としましては、民間と公立保育園の役割の明確化というと

ころを前の会議でも言われているんですけれども、そこが、どうも

私どもにはよくわからない。このサービス、アンケートを見ていた

だければわかると思うんですけれども、私たちは、本当にいろいろ

なさまざまな困難な課題であったりとか、サービスもさせていただ

いているというのが一目瞭然だと思うんです。そういった中では、

では、さらに公立保育園として、どういった役割、特化した役割と

いうのは何なのかというところは、どうしても見い出せなくていて、

ぜひ、ちょっと、どういうことを皆さんが言われているのかなとい

うのをとても疑問に思っています。

三つ目は、やはり民間保育園は保育の質が公立園よりもどうなん

だろうという、何というんですかね、そういった思いというんです

かねＹそういったところが今もあるのかどうなのか、わからないん

ですけれども、私どもは、保育の質というところを民間園と公立園

とということで話を進めていく中で、どうなんだろうと思っており

まして、そういった三つの視点から、このアンケートを作成させて

いただいています。

もう事前に送付されていますので、簡単に申し上げますと、１点、

ちょっと間違いがあって申しわけありません。７時以降の延長保育

の中の②の２時間延長の保育園なんですけれども、これは実施の園

数は２園ではなく３園になっております。

そうですか。皆さん、箇所はわかりますか。

おわかりですかね。②のところです。

２から３へとご訂正下さい。
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○長岡委員
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○長岡委員
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○長岡委員

○八下田委員

○長岡委員

○八下田委員

○長岡委員

はい。２時間延長の中に６時から７時半までやっている園も入れ

ますと４園になってしまうんですが、この数字の中には７時半まで

の保育園は入っておりませんので、お間違えのないようにお願いし

たいと思っております。それが訂正です。

上からざっと見ていただければわかるんですけれども、６時から

７時までの延長保育を実施している園で７時以降も預かってほしい

と言っている方が年間２６３名にも上っていますし、また、２時間

延長保育をしている実施園が３園あるわけですけれども、ここでの

利用人数もぜひ見ていただきたいと思っております。，

それから、緊急一時は６園でやっておりまして４，５８２名の方

が利用されているということで、その他（私的）の理由による利用

とは書いてありますけれども、これだけのニーズがあるということ

をご理解いただきたいと思っております。

また、障がい児保育であったりアレルギー児の保育、このアレル

ギー児の保育の中でもエピペンですね、命にかかわるアレルギー、

重いアレルギーを持っていらっしやる方で園でエピペンの注射をお

預かりしている方がこれだけいらつしやいますし、今年度も、もっ

とふえていると思われます。

また、育児困難家庭、外国人家庭もこのような数になっておりま

す し 、 そ の ほ か の 事業として、ひろば活動であったり園庭開放、異

年齢児交流、子育て講座、あとは特別養護老人ホームの訪問であっ

たりとか園へいろいろな方をお招きした事業。また、最近では、小

金井市の福祉会館の建てかえに伴う利用団体が、どこにも行く場所

がないということで、ぜひ保育園を貸していただけないでしょうか

ということで、どうぞどうぞと、お困りであるのであれば、あいて

いるスペースがあれば、どうぞご利用くださいということで貸し出

しをしたり、本当にさまざまな事業を各園、特色を持ってやってお

ります。

そういったことで 、私ども、これで全てを網羅しているわけでは

ないんですけれども、ぜひ、民間園の活動を、活動と言いませんね、

運営をわかっていただきたいですし、これと同じような公立園のも

のも、ぜひ見てみたいなという気も、もちろんしております。

以上です。

ありがとうございます。

何かご質問、ご意見等、ございますでしょうか。

この資料の見方でちょっと質問なんですが、１日当たりの合計数

は合計園、園数全部でということなんですか。

７時以降の……。

例えば、そうですね、１９時以降ので②のところで、３園で１

日当たり６０名ということですか。

そうなんです。

平均すると、１園２０名という計算でいいということですね。

それが、やはりばらつきがありますよね。

１園が６０名なわけではないということですね。

ではないのです。駅から近いところは、さほどなんですが、ちよ
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○長岡委員
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○八下田委員

○師岡会長

○三橋副会長

つと駅から遠かったりしますと、電車１本おくれるだけで随分おく

れますので可大きなばらつきがあります。

わかりました。合計して１日６０名ということですね。わかりま

した。ありがとうございます。

ちょっと具体的に言うと、例えば、ある園は２人だったりします

と。ただ、ある園は３０人だったりします。

わかりました。ありがとうございます。

ほかの委員の方、いかがでしょうか。

長岡委員、ありがとうございます。僕もこういった資料、民間園

という形で纏められた資料を見させていただくのは今回が初めてで、

非常にすばらしいなと思いますし、こういった内容をやられている

ということに対しては、民間園の方、本当にお忙しい中、大変な中、

頭の下がる思いだなと思っています。

長岡委員のほうから子ども・子育て会議のことも触れられていま

したけれども、子ども ・ 子 育 て 会 議 で 出 て く る 資 料 と い う の は 、 ど

うしても市が責任を持って政策としてやられているものなので、ど

ちらかというと公立保育園の話が多くなっていると思うんですけれ

ども、会長がふだんからお話しされているように、きちんと民間、

公立、等しく評価というか、市が全体を把握できるようなやり方と

いうんですかね、そ ういったことにもつながるようなことだと思い

ます。

別に比較するとかなんとかということではなくて、実態を把握す

るという意味で、公立の内容についても、こういったものというか

同じようなこと、ないしは、また、これとは違ったこともやられて

いるといったところもあると思いますので、一度、もし今、コメン

トできるようなことがあればコメントいただければと思いますし、

また別途、整理することはあってもよいというふうには思います。

２番目で、先ほど長岡委員のほうから民間と公立の役割の明確化

とか、民間保育園の保育の質の話とかというのがちょっと出たと思

います。これは僕の個人的な意見ということで、別に会を代表して

とかなんとかということではないですけれども、民間と公立の役割

の明確化といったときに、これもいろいろと人から聞いた話になっ

てしまうんですけれども、一つあるのは、保育の安定性という考え

方があるというところかなと思っています。・

保育の安定性とはどういう意味かというと、民間の、これは別に

保育に限らないかもしれないんですが、民間と公立といったときに、

民間の方というのは、やはり事業主体がお持ちの考え方というか、

いろいろと方針というのがあって、ある意味、効率的といったら効

率的かもしれませんけれども、その考え方にのっとって臨機応変な

対応ができるという一方で、公立というのは予算があったりとかい

ろんな制度的なことがあったりもしますが、一方で、今の小金井で

あれば５園がいろいろ議論しながら、かつ外に向かっていろいろと

公に議論をしながら運営をされている。

例えば、一つあったのが、震災をきっかけに、今まで、はだしで

保育をやっていたところがあったんですけれども、それについてい
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ろぃろ議論した結果として、最後は靴を履くような形になりました。

個人的には、僕は、はだしもありかなと思ったりしますが、いろい

ろと議論される中でそういったことを判断されたということに関し

ては、僕は敬意を持って、ああざそういう考えも一つなんだなと思

っていますし、おむつに関しても布おむつ、紙おむつの議論があっ

て、例えば、今でも民間では布おむつがいいという方もいらつしや

れば、紙おむつのほうが衛生面のこともあるしとかという議論があ

ると思います。そういった面に関しても、公立園ではかなり議論を

しました。そういったことというのが父母にもわかるように整理を

しながらして議論をされて、結果的には布おむつではなくて紙おむ

つになったということもありました。

そういう一個一個の議論というのを大切にして５園で話し合い、

それで、いろいろと関係者を巻き込んでいって、父母とかを巻き込

んでいって運営されているというようなところが結構あります。で

きれば、そういったものをもっともっと、以前に真木委員とかから

指標という話があったと思うんですけれども、そういったことがも

っと小金井市全体に伝わって、一つの指標といいますか、今度、基

幹園とかという話もありますけれども、そういったことにつながっ

ていくような役割ということができないかというのが、まず一つあ

ります。

また、市のほうから公立保育園の役割という形でのペーパーも出

ています。これについて、今、長岡委員からの意見もございました

が、市のほうの考え方としてはそういった役割もあります。あるい

は、今、こういう状況ですので、待機児が多い中ですので、量の確

保や質の維持、そういった観点ということもあります。公立保育園

の役割というのは、非常に大きいと個人的には思っていますが、そ

ういった公立保育園の役割として、以前、この会議の中でも出てき

た、指標といいますか、一つの議論を通じてしっかりと公に示して

していくというところが役割としてあるのかなと思ってはいます。

３点目の民間の保育園と質が何が違うのかといったときに、それ

に関して言うと．、では民間の本当に高い質でやられているところと

公立の高い質でやられているところとで何が違いがあるのかという

ふうにいったら、僕自身、そんな大きな違いという部分はないと思

います。ただ、では、質について検討したときに、今、現状の公立

保育園の父母にとって９５％の人が小金井の保育園に満足している

という事実、そこはご理解いただきたいなというふうに思っていま

す。

それで、では、民間がそれに対して劣っているとか、民間がそれ

でよくないとかということをいうつもりは、僕は全くありません。

ですので、民間と公立でいいところ同士を比較したら、当然のこと

ながら僕は比較をしても何も問題ないと思っていますが、一方で、

もちろん民間でも公立でもいいところもあれば悪いところもある。

それは別に民間とか公立に限らずあるという話の中で、今Ｖ現状の

公立保育園というのがかなりいいというふうに言われているのでは

ないかという点は、これだけは指摘しておきたいと思います。
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以上ですげ

長岡委員、よろしいですか。

それでは、今の点についてです。公立保育園と民間保育園の違い

ですか、これは、これまでの議論の中でも余り大差はないと。強い

て言えばこうだというのはあったにしても、おおむね保育サービス

の内容も、そんなに大きな差はないということだと思うんですｂそ

れで、これを、なぜ公立園の役割を、殊さら、こういうぐあいに総

合見直しの中で取り上げているのかということなんですけれども、

これは、私は、やはり公立園の管理運営の効率化ということとも関

連しまして、あるいは一般市民の感覚として、サービスが同じであ

れば、コストの、市にとってですよ、コストのかからないほうでや

ったほうがいいじゃないという、そういう。

財政事情も厳しい折、いろいろやらないといけないことがいっぱ

いあるわけです。これは子ども・子育ての分野でも保育以外にもい

っぱいありまして、その他の事業もいっぱいある中で、やはり保育

サービスはきちんとやっていこうと。ただ、サービスの内容にそれ

ほど差がないのであれば、コストの節減できる安いほうでなるべく

やったほうがいいんで は な い か と 。 で す か ら 、 民 に で き る も の は 、

なるべく民に移管して、公立園でなければできないような役割、そ

ういうものが、これから の 、 今 す ぐ と い う 意 味 で は な い で す よ 、 こ

れからの公立保育園の進んでいく道ではないかということで、この

時点で公立保育所の役割ということで取り上げて課題として、今、

議論をしているんだと思うんです。

ですから、民間園のほうから見て、何でそれを分けなきやいけな

い、自分たちの地域の子育て支援やら、今、資料を出されましたけ

れども、通常保育にしても同じようにやっていると。だから、どっ

ちの優劣の問題ではないということで。これは公立園の役割を言う

場合に優劣ではなくて、やはり公立園しかできない仕事、ここで行

政機関としての役割とか、あるいはドメスティックバイオレンスで‐

すか、前、加藤委員が言われていましたけれども、情報の得やすい、

そういう立場にあるとか、あるいは官民格差というような問題もこ

の間の会議で出ましたけれども、そういう公立園としてのふさわし

い職域分野というのがあるんではないかと。

職域というとおかしいですけど、サービスとして、市民全体に対

するサービスとして、単に保育だけではなくて、子ども・子育てと

も関連するでしょうし。あるいは災害のときに、大規模災害のとき

は、これは市役所の市の職員として災害対策に貢献すると、そうい

った役割もこの役割案の中には言われていまして、これは民間園の

場合の立場とは多少違うと思うんです。ですから、あえて差別化を

するというのは、そういう高度というか広範なといいますか、従来

にない、通常の保育はなるべく民間に移管していくような格好で、

公立保育園は、そういった職域でこれから特化していくのがいいの

ではないかというような捉え方で、私、市民の一人としては、これ

を受けとめているんですけれどもね。

また我田引水というか、ちょっと議論が一方的なんですけれども。
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○師岡会長

○三橋副会長

○師岡会長

○長岡委員

○師岡会長

○真木委員

○長岡委員

まず、僕がお話しさせていただいたのは、民間園の質の高いとこ

ろ、公立の保育の質の高いところがあったときに、そこについては

大きな差がないと言ったことであって、公立保育園の役割がないと

か、そういうことを言ったりもりはないんです。そこが、まず、全

く曲解されているところなので。

公立保育園の役割といったときに、今、おつしやられたようなど

ころは当然ありますし、もう一つ言わせていただいたのは､例えば、

以前のこの会議の中でも、民間園の中で、こう言った言い方でよい

かというところがあるかもしれませんけれども、やはり企業やＮＰ

Ｏとして浄独自でやられているところがあって、それについて外に

出せないものもあれば提供できないものもあると。でも、公立の保

育園であれば、そこで得られた知見を外に対して開かれている形で

提供し、また、市の行政の方で他園との連携を視野に入れつつその

知見をもとにしていろいろと新しい施策を打っていく、そういった

役割もあるわけです。ですので、公立保育園の役割が今、ないとい

っているわけではないんです。かつ、今、一市民として財政の話を

すると、もちろん効率化できるんであれば、それにこしたことはな

いです。ただ、ちょっと、こんな議論、これまでもやられていまし

たけど、今、このタイミングでやる議論じゃないかなと思っている

んで、控えているのですが、今の公立の保育に何か無駄なところが

あるんですか国

行革の話を一から、本当は僕はしたいんですよ。行革とは何ぞや

というところが本当はしたいんですけど、その議'論をし出すと、多

分、僕、それだけで１０分以上しやくってしまうので、ちょっと、

今は、やめておきます。ただ、考え方として、まず言いたいことと

いうのは、現状があって、それを変えなきやいけない理由は何なの

か。それが財政というのであれば、財政効果の議論をしてもいいで

す。ただ、そもそも財政はあくまで手段であって、目的ではないん

です。そこのところからちやんと議論しないと、僕自身、思いはい

っぱいあるんですけれども、ちょっと、その話は、また後にします。

今は資料１９のということで、ご質問等を受けている段階ですの

で、後ほどにしましょう。

そうですね、すみません。

長岡委員、今､＄大塚委員のほうからもご意見をいただきましたけ

れども、何かございますか。

}まい、大丈夫です。

よろしいですか。

資料１９の中でアレルギーのエピペンをお預かりしているという

んですけれども、エピペン、実際に使ったことはありますか。

そこまでは正確には把握はしていないんですが、例えば、エピペ

ンの使用については、看護師が常勤でいる時間以外にも発生する可

能性がありますよね．そのために、全職員がエピペンを注射できる

ように。今、貸し出しをしてくれるんですね。保健所のほうで実際

に打ったときの感触がわかるようなものがありまして、職員研修を

何回も重ねて各園、受け入れができるような体制をとっていますｄ
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○師岡会長

○真木委員

○長岡委員

○真木委員

○大塚委員

○師岡会長

○真木委員

○師岡会長

エピペンについては、入所の判断として、エピペンを使用するほ

どアレルギーが重いから入所を拒否するということは絶対できない

ことになりましたから、どの園でもなんですが、一応、小金井市の

保育課との話の中では、民間園長会での話ではありますが、入所の

段階でエピペンを持っている、エピペンを使用しなければいけない

ほど重いアレルギーのお子さんについては、できるだけ公立保育園

で受け入れをしていくのか、いきたいのか、ちょっと、そこは今、

言及してはいけないのかもしれないんですけれども、そういったよ

うな話し合いが持たれたこともあります。ただ、現状としては、も

ちろん民間園も、このように受け入れをしているということです。

よろしいでしょうか。

それと、もう一つ。延長保育なんですけれども、保育所の案内の

資料を見ると、やっているところが民間でも３園となっていますけ

れども、８時を越えるということはありますか。１３時間開所を超

えるということはないですか。

電車、１園あるので、詳しくはもちろん聞いてはいないですが、

あると思います。絶対的にあると思います。８時以降も。もちろん

８時が終了ですが、それ以降、電車のおくれで。

そういった延長保育もそうですが、公立園では７時までですよれｂ

そういうところで、民間のほうがいろいろとサービスをしているの

かなとは思うんですけれども。でも、結構いろんなところで、障が

い児保育とか産休明け保育とかなんかも、民間のほうが先にやり始

めたという。どの市でもあることなんですけれども。これで、今、

大塚委員がお話しなさったように、民間で何ができるか、公立で何

ができるかという、何ができるかというところになると、なかなか

区分分けというのは難しいかなと思うんですけれども。全て公立を

なくして民営化というお話は、ちょっと危険過ぎるかなと思うんで

す。

公立は、先ほどからも出ていますけど、指標として、やはりみん

なのモデルとして残しておいていただきたいし、その中の役割の明

確化という部分においても、今、たくさんの事業を私立のほうで受

けている部分を少し担っていただくような部分もあってもいいのか

なとは思ったりもしますし。なくす方向ではなくて、残す。ちょっ

と言葉の、また、それがひっかかると思うんですけれども、うまく

施設、人材、その他を利用しながら、何か、みんなのためになるよ

うなことにうまく切りかえができないかなと思うんですけれども。

経費削減というのは、６，０００万と出ていますけれども、何か

工夫すれば、もう少しどうにかなりそうな。なりませんか。と思う

んですが。

よろしいですか。今、質問が投げかけられたんですね。

ごめんなさい。この後、まさに対応の検討に入るところで触れた

い．と思いますので、とりあえず今は資料１９のことに関して一区切

りつけたいと思うのですが、よろしいですか。

以上です。いいです。

ほか、ございますか。よろしいですか。
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○師岡会長

○ 石黒委員

○師岡会長

○石黒委員

（なし）

・それでは、貴重な資料を出していただいて、その内容についても

いろいろ質問等をいただきながら、あわせて対応の検討にかかわる

ようなご意見をいただいていると思います。

あと残り時間３０分少々となるんですけれども、この協議会とし

て意見を求められている検討すべき課題というのは多岐にわたるわ

けで、また、そのことを念頭に置きながら現状の確認をしながら、

実質的には２回目ぐらいから皆さんからのたくさん意見を頂戴して

まいりました。それを前回、私なりに会長メモということで整理を

させていただいたわけですけれども、その中で、前回は（１）の市

内全ての保育所の動向の把握に関する件は、大体ご意見をいただい

たと思います。もちろん、それは、まだまとまっているという段階

ではありませんけれども。

あと、２番目の市内全ての保育所の職員の資質向上に関する件、

これについても、たしか私の記憶では、２回目ぐらいから、職員の

資質こそが保育の質を担保するわけだし、そのことに関して公民を

問わず研修の充実が重要というご指摘もあったと思います。これに

ついて、私の記憶では、以前、合同の研修というようなものをもっ

と進めるべきだというようなご意見をいただいたと思いますし、さ

らには公・民の交流、ないしは、さらに３番目にかかわるとは思い

ますけれども、保護者の方や、あるいは地域に保育園の保育の存在

を改めて知っていただくためにも、例えば、保育展みたいなものを

開催してはどうか、という具計体的な取り組みの提案もございました。

ですので、まず（２）については、大方、ご意見は出尽くしてい

る部分もありますけれども、今の時点で何か、もう少し、こんな点

も取り組みとして加えてほしいということがあれば、そんなに時間

はとれませんけど、ご意見をいただければと思いますがいかがです

か。

前回、欠席だったので、本当に会長メモと議事録を読ませていた

だいて、すばらしいなと思ったんですけれども。会議録の１１ペー

ジの会長の真ん中のところで、今年度から子ども・子育て支援の新

制度がスタートして、本当の意味で市町村が保育の実施主体という

ことを明言されたという、ここから改めて仕切り直しをして、公立・

民間ということではなく、その意味で垣根を取り払いながら、とに

かく小金井市の保育所の全て、そして小金井市の保育所を利用して

いるお子さんや保護者、その全ての方たちの幸せを願っていくとい

う行政をしていただかないといけないという言葉がありまして、本

当に今年から変わるんだなという。

もう変わっているわけですね、今年の４月から。新しい制度が施

行されています。

そこで、そういう仕切り直しをしてというところで、今、おつし

やったような交流ということが大事かなと。民間と公立の交流とい

うところで、保育展とかありましたけれども、‘恒常的に定期的に'情

報交換をする場所というのが仕切り直しのときにできないものなの

かなというところで。やはり予算をつけないとだめだと思いますの
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○師岡会長

○石黒委員

○師岡会長

○三橋副会長

○師岡会長

○石原委員

で、そういう仕切り直しのときに、こういう予算が新たにつけられ

ないのかというような、そういう提案も、例えば、この協議会でで

きればいいんじやないかななんて思うので。

そういった意見も、これまでたびたび頂戴してきました。例えば、

加藤委員なども研修、特に最近は、３番目の問題ともかかわります

けれども、特別な配慮を必要とする子どもさんもふえている中で、

もっと専門性を高めるためには研修･勉強が必要だし、そのことを、

ただ現場で頑張れというだけではなかなか厳しいので、しっかりと、

研修時間の保障、人の保障、そして、裏づけとして予算措置が必要

だというご意見も既にありました。そういったことも２番目の資質

向上というところにはぜひ盛り込んでいこうということでは、大方、

この協議会でも合意ができるのかなと思いますけれどもいかがでし

ょうか。

要保護児童地域対策 協議会というところで、公立と私立の園長の

方々がそろっているところでは、虐待のことが、もう、ほぼメイン

で話されるということでしたので、そういう機会を、それだけでな

く、ほかのことでも話し合うという、広げていくとかということも、

あるものを利用してということもできるのかななんて思ったりして

いますが

その辺は、まさに市のほうに､（行政として、いかにマネジメント

してもらうかという要請を我々としてもしていかなければいけない

んだろうということでしょう。

ほかに、ご意見はございますか。新たに加えてというようなこと

がございましたらどうぞ。

保育の質のところで、前も議論されたんですけれども、研修の重

要性とか、そういった話もある中で、加えて申し上げたいのは、や

はり保育は人だというところの中で、体制面といいますか。人の採

用もそうですし、ないしは、どういうふうに人材を確保するかとい

うところを課題として取り上げたい｡やはり、人手不足が深刻にな

っているというところがあります。これは保育士だけではなく保育

課のほうも同じかなというふうに思ったりしますし、保育課の中に

も現場がわかる人が必要で、体制づくりが大事かと。

ないしは、今、現場がかなり疲弊しているところがありますので、

そういうところがないような対策というところでも何かできないか

というところは、論点としてあるんじやないかなというふうに思い

ます。

１まかには、ございますか。

今、意見を聞いていて思ったんですけれども、やはり、これから

は、これからというか、一つの園だけで保育をしていくということ

ではなく、地域に広く目を向けてネットワークづくりをしていくと

いうことが非常に重要だと思うんです。そのためには、今、意見が

出ているように、民間、公立という枠にとらわれずに、子どもが必

要とされるサービス、支援を、それぞれ関係者が手をとり合って子

ども、家族を支えていくというふうな体制づくりをしていくという

ことが非常に重要だというふうに思っています。
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○師岡会長

○三橋副会長

○師岡会長

○三橋副会長

○師岡会長

それで、大塚委員の資料の中に国分寺市のケース、事例が細かく

書かれていて、国分寺市が民間移譲ですか、民間委託が進んでいて、

それで今は公立園の基幹園システムというものがあって、それで公

民の連携を深めるグランドデザインに基づいて具体化している先進

事例があるということを、ここに紹介されているんですけれども、

まさしく、こういうモデルケースに学んでいくということが非常に

重要かなというふうには思っていますので。もし、ちょっとお時間

があれば、公立園の国分寺市の基幹園システムがどういうもので、

具体的にどんなことをしているのかということが参考になるのかな

というふうに思っておりまして。

その点は、また後ほどご意見いただきましよう。

これ、運営協議会で国分寺の基幹園は見学に行っていまして、資

料とかもかなりいただいているので、多分、事務局のほうで資料提

供できると思います。

それでは、よろしいでしょうか。』

続いて、（３）の市内全ての保育所が担う子育て支援に関する点で

すが、今回、長岡委員から先ほど示していただきました資料１９な

ども、その一端を紹介してくれるものだと思います。具体的には、

やはり障がいを持っているお子さんやアレルギーを持っている子ど

もさん、そうした子どもさんを受け入れる体制の構築、また公・民

問わず、保育時間や地域の子育て支援の拡充についてもいろいろご

意見をいただいてまいりましたけれども、現時点で、さらに加えて、

こういったこともさらに充実させ、保育行政を進めていく上でも要

望していくべきだというようなことがございましたら、ご意見をい

ただければありがたいのですが、いかがですか。

（３）のところについては、子育て支援に関する点という形で、

ある程度、のびゆくの中なり、あるいは、この会議の中でも特にと

いう点は取り上げていただいていてＶ整理されてきているというと

ころでもあるとは思うんですけれども、加えて、保育所が担うかど

うかというのも若干あるんですが、父母の中で要望順位として高い

中であるのは病児・病後児保育です。病児・病後児保育に関しては、

要望としては例年、高く出ている分j野です。子ども・子育て会議の

中で保育計画としても取り上げられてはいますので、検討協議会で

どのように取り扱うかどうかというのは、またちょっと整理する必

要はあるとは思いますけれども、項目として上げるとしたら、そう

いうものもあるかなというふうに思います。

ありがとうございました。

ほかには、ご意見はございますか。子育て支援ということに関し

てはよろしいですか。もちろん、まだ６回目ですから、今日で全部、

議論を閉じるわけではないので、次回以降も、またお気づきの点が

あれば、ご意見いただければと思います。

では、最後の４番目、市が保有する保育施設の管理運営の効率化

ということに関して、またご意見をいただいていきたいと思います。

先ほど、ちょっとお話しを切ってしまったので、大塚委員のほうか

らどうぞ。
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○大塚委員 先ほど真木委員のほうから、公立の保育園については、ある程度
残していくことはできないのかという問題の投げかけと、それから

年間６，０００万の経費格差ですね。これは、ほかの方法で経費節

減でできないものかということですが、この差を埋める何千万、１

園ですからね、年間、ですから、例えば５園あれば３億ですよね。

これ、経費節減で賄うというのは、なかなかね。それと、もう一つ

は、これ、その分、何かで収入をふやすって、独自の、保育料を上

げても何をしても、そんなようなことじやないわけです。あるいは

公立園の経費を節減してといっても、そういう桁違いですから。

助成制度があって、公立園の形態を設置主体と運営主体、これを

変更するということで、もともとの公立園のよさは残したまま、要

するに、なくなるわけじやないんですよね、残したまま、徐々にで

すよ、しかも慎重にこれを移管していっているというのが、周りの

市で多くのところがやっている実態ですよね。真木先生、何年か大

分前のご苦労の話をされましたけれども、そういう問題も克服して、

最近、ここ数年は、物すごい勢いでいろんな市がやっている。その

やっている理由は、 やはり財政問題だと、みんな、はっきり言って

いるわけです。というのは、それだけの財政的インパクトがあるん

です。公立園のよさを残しながら民間に移管してＭそれを引き継い

で も ら う と い う ｡

かつ、そこから出てくる軽費の節減というのは、民間園が、さら

にもう一つ建つぐらいの年間経費です。助成費として、そのくらい

のものが賄えるような、そういう規模の。市の一般会計から一般財

源 と し て 、 こ こ に ありますけれども、運協のほうでまとめた表にあ

りましたね。新しく保育園をつくったらどのぐらいかかるんだとい

うのが運協の中で質問が出て、それに対して市のほうからは、民間

園６０人規模だったら２，５００万ぐらいだと。年間経費が。市で

賄う経費が、そのくらいだと。認証園の場合で１，５００万でした

かね、というような説明がありました。

私の感覚では、ちょっと控え目な数字というか、一人６０万でし

たら、先ほどの一人当たり節減が６０万だったら、６０人規模であ

れば３，６００万ほどじゃないかと私は思ったんですけれども、い

ずれにしても、そのくらいのことで新しい。待機児童の解消にも、

新しいそういう民間園もつくらなければいけない。ということの助

けにもなるわけです｡，今、財政的に逼迫して、そういうものも苦労

しながらやっているわけですけれども、そういうものをやり財源を

捻出すると。金にひもはついていませんから、その分がそのままそ

っくり行くとか、そういう問題じやないですけれども、やはり市の

財源の中で、そういう財政基盤を強化するという意味では。

公立園の設置主体です、これ。民設民営というのが一番、国も東

京都も推奨しているわけです。国を挙げて。子育ては大事ですから、

保育は非常に大事な事業だからこそ、国もお金は赤字ですけれども、

そうやってずつと補助を続けているわけです。何年か前に財源の一

般財源化とかというような表現がありますけれども、これは民営化

というのを国が促進しようということで制度を変えたわけです。で
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すから、従来、自治体が受け取っていた、そういう公立園の補助金

というのがなくなったわけです。今は民間の民設民営をすると、そ

ういう補助金がもらえると。

ですから、国とか都のお金は我々市民が払った税金が返ってくる

わけですから、これを利用しない手はないじやないかと。これは、

みんながそう思って、ほかの市はみんなやっているわけです。いろ

んなところが、やっているわけです。小金井市の場合は、残念なが

ら、いろいろ違う問題で、そこまで到達しないと。

これは、プロセス、時間がかかりますから、来年とか再来年にす

ぐできないんです。やはり方針を決めて、いろいろなプロセスをき

ちんと関係者で協議して。もちろん保護者もそうですし、学識経験

者も入るでしょうしね。市も、市民も一部参加するかもしれない。

そういう形で時間をかけてやっていくものであって、何回かの会議

でなんて、とてもできる話じゃないわけです。ただ、それは、そう

いうふうに向かわないと、今のところ、そこの入る入り口の手前な

んですよね。ほかは、もう入って、それを計画して、いろいろ議論

して、また、一回やったけれども、うまくいかないことも修正しな

がら、みんな着実に進めている。

先ほど、国分寺のほうも、確かに、視察のメモを私も読ませてい

ただきました。視察で、いろいろな感想を持たれてね。

先ほど聞かれましたんで、基幹･園方式というのは、国分寺市の場

合は、武蔵野市もそうですけど、地域を三つの地域に分けて積極的

に公立園を残すという、そういう政策なんです。国分寺市の場合は、

もともと七つか八つあった公立園を三つに絞り込んで、これは民設

民営化をやっていくわけです。毎年毎年、やっていくわけです。た

だ、地域は駅が三つありますから可それぞれの周りの地域を三つの

ブロヅクに分けて、市が一体となって公設民営というのを二つと公

設公営のままを一つで、三つで全体をカバーしようと。

小金井市の場合は、そういう地域という意味では、新制度の中で

も全地域、４キロ四方かなんかで１施設というか、そういう原則が

あるようですけれども、それは民営化をどう進めるかというところ

の検討事項であって、今、それについて、私が、こういうのがいい

とか悪いとか、そういう意見を言う場ではないと思っていますが、

いずれにしましてもですね。

それから、武蔵野市の場合もそうです。あそこも四つ残したんで

す。九つあったやつをかな。もう既に実施済みです。今年度のホー

ムページを開きますと、公立園４となっている。もともと九つぐら

いあったんですｄ何年かかけて、民設民営をやったんです。あちら

も駅が三つあって、総合計画でも、武蔵野市の場合はそういう見解

があるわけです６保育園についても、そういう地域に分けて、いわ

ば基幹園とは呼んでいないと思いますけれども、そういうようなや

り方をする。ですから、小金井には小金井方式というのがあるんで

しょうね。

公立園のいろいろな役割をこうやって論じているということは、

私は、個人的には、公立園の役割をもう少しこういうふうにして残
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ってほしいというか、そういう中で、ただ、これは財政面での問題

もありますから数は減らしていくというような、そういう形がイメ

ージされているのではないかというふうに思います。

ほかの方、いかがでしょうか。

では、せっかくなんで、ちょっとお話しさせていただきたいと思

います。

まず今おっしゃられた、他市がどうのこうのというところの話で

すね。僕自身も、他市のことについては小金井市の立ち位置を検討

する際にいろいろと確認することもあります。ただ一方で、比較検

討をするにあたっては､前提や条件をきちんと整理する必要もある。

そういう中で知見を持って良いところは取り入れる、そうでないと

ころはそうでないというところを判断すべきだと思います。そうい

う中で、小金井市に取り入れる場合、どうなのかをしっかりと検討

する必要がある。他市がやっているから、小金井市にすぐ当てはま

るというわけでもないと思います。

以前、元企画財政部長 さ ん か ら お 聞 き し た 話 で す け れ ど も 、 小 金

井市の公立保育園は逆に５園しかないという言い方を、その当時、

児童数なども他市と比較検討しながらされていました。要は、どう

いうことかというと、他市なんかは何十園もあったりとか、あるい

は９園を４園にしたりとかと、今、具体的に数字を挙げていただき

ましたが、この大塚委員のメモにも入ってありますけれども、今、

現状、１８０ですか、これが、どんどん少なくなっても１４８とあ

りますけど、これを２６市で割ったら、簡単に言ってしまうと５園

以上あるんです。だから、何をもって多いとか少ないとかというと

ころの議論をするかという話にもなってきます。

そのうえで、他市がどうのこうのと、今、ここでやるということ

は、保育の質なり、保育内容に対して意味があるという議論であれ

ば、僕は、それはぜひと思うんですけれども。ただ、何で現状を変

えるのかというときの、その理由なんですよね。やはり、一番ひっ

かかってくるところは。それが財政だというのであれば、やはり財

政の話からしなければいけないだろうというふうに思いますもそれ

は、財政効果もそうですが、まずは財政というのはどういう意味が

我々にとってあるのかというところからです。

大塚委員の議論というか根本的な考え方というのは、市の財政に

特化しているんです。行革、つまり財政という話をしたときに市の

話に特化している。ちょっとす帳みません、自分の、手前みその話で

恐縮なんですけれども、僕自身、大学時代ですが、加藤寛さん、税

制調査会の会長、国鉄の民営化をやった方ですね、その方に大学で

師事して勉強して、大学の中では竹中平蔵という方の大学のゼミに

入り、実際に一時期秘書をして､小泉内閣のときには僕は内閣府の

中にいました。そこで規制緩和の経済分析だとか三位一体改革だと

か、まさに民間にできるものは民間にということを議論してきまし

た。

そういう僕が言うのも何なんですけれども、民間にできることは

民間にということは、ある意味においては、正しいんです。それは、
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世の中がこれだけ多様化していっているので、できるだけ現場に任
せていく、できるだけ国から地方へ、官から民へという話では、そ

れはそれで一つあるんですけれども、では、保育のこの分野の、今、

この状況の中で、それが当てはまるのかどうかというところを、ぜ

ひ一回考えてほしいんです。

まさに、今、保育の分野というのは、それだけではないものがあ

ります。それについては後程議論したいんですが、それに加えて、

もう一つくまずここの中で言っておきたいことというのは、やはり

民営化なり行革といったときに、それを何のためにやるのか。行革

とか財政の議論は、手段であって目的ではない。目的は何なのかと

いったら、我々の生活を豊かにすること、今回であれば保育の質を

高めることなんです。

それは、税金をたくさん取ったりすれば、市の財政は潤うけれど

も市民は困るわけです。同じように、今、市の財政が６，０００万

浮くとか言っていましたけれども、そのお金はどこから出てくるん

ですか。その分だけ市民から出ていくんですよ。国から出ていく。

ないしは都から出ていく。あるいは我々が保育料として払う。単に、

つけかえているだけな んです。

本当の意味での財政効果というのは何なのか。あるいは経済効果。

財政効果というと、また誤解があるから、経済効果は何なのかとい

ったら、それは、やはり民間に任せて競争原理なり、あるいは民間

が基本というのは、できるだけニーズの高い分野というのを見つけ

出して、それで無駄を省いていって、その結果として効率的になっ

ていく。本当に、創意工夫なり努力によって生まれるものなんです。

それが、保育の世界の中で、今、公立がやっていることが、現状

の中で無駄があるのかどうか。この公立がやっていることは本当に

無駄だよどか、民間から見ると、ここは無駄じやないかと。そうい

った議論をするんだったら、僕は、本当に、すべきだと思います。

それによって経済効果が出てくる、だったら、それをやりましょう、

そういうものだと思います。でも、今、公立がやっている保育とい

うのが、どこが無駄で何が問題なのか。問題がないのに、では、何

で変えなきやいけないのか。そこが、やはり一番議論したいんです。

それがないのであれば、今、問題としている財政というのは何な

のか。そのことについて市民に訴えたいんです。大塚さんにも理解

してほしいんです。だから、保育の質にこだわるんです。保育の中

身にこだわるんです。お金じやないんです。やはり、その質を判断

してこそ、お金の問題がある。実際問題として、それが何なのかと

いうところを、まず議論しませんか。

もつと言ってしまうと、仮に、それで財政をとりあげるとしても、

仮にですよ、仮に論点としてとりあげるとしても、では、どういう

ふうに判断をするかというのは、やはりユーザーであり市民であり、

そして最後は議会なり市長です。財政には色がありませんから。財

政には色がないんで。

例えば、先ほど三位一体改革で補助金がなくなりましたという話

をされましたけれども、三位一体改革をやったのは、その分野にお
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金が必要でないから補助金をなくしたという話ではないんです。ひ

も付きをやめて、できるだけ国から地方の裁量に任せましようと。
だから、その財源というのがなくなったわけではないんです。自由

に使っていいですよとやっただけです。だから、保育にお金をかけ

なくてもいいですよと言ったわけでは全然ない1んです。

それを、ひも付きの補助金がなくなったからといって、では、こ

れで民営化を誘導しているんだとかと、そんな話は全然･おかしいん

です。そういったところをまるっきり、あたかも何か保育政策が変

わったかのように、あるいは公立というのは何だというような言い

方をされて、そういうふうな話をするというのはやはりおかしな話

で、まず実態としては、市に財源が移譲された、その財源をどう使

うかというのは市民なり市長なり議会が決めていく。それというの

はお金には色がないので、では、どんなふうにお金をかけるかとい

うのは、それこそ一個一個議論していくべき話です。

僕は長期計画の審議会にも出て、長期計画の中でどんな議論がさ

れたかといったら、これからの時代というのは「みどり、子ども、

きずな」、小金井市の将来像として「みどりが萌える、子どもが育つ、

きずなを結ぶ小金井市」と定めました。この将来像の中に、子ども

というのがやはり柱なんだという点を議論してきたんです。もちろ

ん 、 子 ど も が 意 味 す るところは、子どもに対してやることが、それ

が市全体のためになるんだと。子どもだけのためではなくて、子ど

もが 元気 に育 つよ うな町というのが市全体にとっていいことなんだ

ということで、子ども分野というのを重点にしていきましょうとい

うのが長期計画の中にはっきりと書いてあります。もちろん、それ

でお金がすぐにつくというものではないというのもわかりますけれ

ども、でも、そういった分野にお金をかけていこうという話、お金

をかけていくというか、そこの分野に重点を置いていこうという市

の計画がある。

単純な比較をするつもりはないのですが、他市と、もし比較する

議論があるのであれば、４､金井市というのは児童福祉費というのが

一番少ないです。２６市の中で、一人当たりにすれば。あるいは、

民生費も一番少ないです。単純に比較をするつもりはないので、ま

ずは、そういった議論があって、それに対しての評価があって、そ

の上で、子ども・子育て分野に対してどうするか、保育園に対して

どうするか、公立保育園に対してどうするかという議論があるべき

で、今、この中で、そこまでの議論というのをするような場ではな

いかもしれないなと思っていたので、そういう議論をするつもりも

なかったんですけれども、でも、単にお金の話だけをするんであれ

ば、お金の話だけであれば、まず、そういったところを整理する必

要があるということを一市民として思います。

加えて、補助金に対してですが、補助金がとれれば市の財政的に

は潤う。先ほど、僕は、それというのは資金を移転しているだけで、

我々にとっては変わらないという話をしましたが、一方で補助金は

気をつけなきゃいけないんです。それは何かといったら、補助金と

いうのは、無駄の苗床にもなるんです。やはり補助金というのは、
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政策的に誘導するものですけれどもｖでも、それによって誘導する
ということは最初の一時だけです。最初の一時、導入時だけ補助金

をつけます。そういったのが多いんです。

実際問題、保育に関しても、８時までの延長保育、一時は補助金

が出ましたけれども、今はもう出なくなりました。あるいは、別に

保育に限らないんですけれども、別に無駄とか無駄でないとかとい

うことを言うつもりはないですが、小金井市の中でもいっぱい、そ

ういった政策があります。それを、うまく利用したということでは、

これは薬になっていいものですけれども、それが、もし無駄なもの

であれば、これは麻薬、毒になります。その結果として一番わかり

やすい例が夕張の例です。

ですので、補助金を目的に政策をやっちゃいけないんです。たま

たま今、民営化というのがお金のためじやなくて保育の質のために

よいというのであれば、それはやるべきです。そのときに補助金を

使うことは、僕も納得します。ただ、まず補助金ありきでやるとい

うことになってしまうと、それは政策として逆です。

今、我々が言いたいのは、現状、小金井市の保育といったときに、

我 々 は 満 足 を し て い る、ないしは９５％の人がおおむね満足してい

る実態がある中で、そして、それがもし非効率でないということで

あれば、なぜ、それをあえて変える必要があるのか。変えるには、

物すごくコストがかかるわけです。そのコストがかかることを、な

ぜしなきやいけないのか。そこをまずきちんと認識しないと、議論

というのが誤った方向に行きます。

すみません。余り長々と話をするのもどうかと思いますので。と

りあえず、一旦、ここで。ほかにも、いっぱいあるんですけれども。

この４番目は、もちろん、次回、継続的に議論し、またご意見を

いただきたいと思いますが、時間も、もうありませんので、今の流

れの中で、今回、これだけはちょっと発言したいという方がいらっ

しやれば、お聞きしたいと思いますが、いかがですか。

どうぞ、手短に。

今、いろいろおっしゃって、次のときに、また継続の議論はよろ

しくお願いします。

それで、経済効果を狙ってって、これは、保育園の場合、経済効

果なんて何も狙っていないですよね。経済効果でしょう。それは、

波及効果があって、そういう分野のものじやないと思うんです。財

政効果というのは、それはあると思いますよ。財政効果《がないとい

うことは、ないでしょうね。市の収入が。で、ひもつきでしょう。

これ、こういうね、例えば、さっき、次回でもいいんですけれども、

運営経費があれだけ年間、節減できると。ほかからも補助金がもら

えるわけですから。ということと、もう一つは、建てかえ時期がま

た来るわけです。５年以内とか、そういうことではなくて、１０年、

２０年先かもしれません。

‘ただ、その場合も、公共施設として、それが施設白書の問題点で

すよね、市は４０年間に１，９００億円の経費負担がかかるという

わけです。ご存じかと思いますが。保育園の施設も、その中の一部
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なんです。いろんな市がやっていることは、公共施設として持つも

のは、なるべくスリムにするというのが大原則ですよね。そうでな

いと成り立たないんですから。市の財政がみんな苦労して、それは、

もう、そういう別の次元でのいろんな研究もありますしね。ですか

ら、これ財政的な狙いなんです。経済効果のためにそんなことをや

っていると、そういうことじやないんです。

国が問題になってもいいんですか回国が逆に破綻してもいいんで

すか。

国が破綻する。

～国から補助金が出ていますけど、もしそれが無駄でそういうもの

が積み重なったら、国が破綻してもいいんですか“

それは、子育てだって。子どもがいなきや国が破綻するわけです

から、やはり子育てに使うのは優先度が高くてもいいんじやないで

すか。

市が出すのも国が出すのも、結果は同じじやないですか。

いや、それは、やはり優先課題というのはあると思いますしね。

そこで何でもかんでもというわけにいかないから、民間活力という

のは、やはり、もうこれは一つの流れで。

流れだけで議論してもいいんですか。

いや、流れで議論と言いますけれども、それは、いい点、悪い点、

あるかもしれませんけれども、これだけ多数のところがいろいろ苦

労しながらやっているわけです。それを、なぜやらないのかといっ

て、いろいろ質問で、このあれは何だ、この数字はどうなっている

といろんな質問が出ますけれども、それはそれで議論したらいいん

だと思いますよ。それはね。だけれども、ここの場で、私、もう一

つｖ時間はあれですけれども。時間を気にしながら、なかなかこう

いう問題は議論しにくいんですけれども、補助金が交付金に変わっ

て、交付金が増えたんですか。交付金は、やはり三位一体で減って

いるんですよね。

それは、市の財政が豊かだからです。ほかの市に比べたら、あく

まで指標上ですが。

ル､や、それは、財政指数が高いといっても、小金井市の財政……。

それは、…… ◎

だから、基本的な話になつちやいますから。これね、彼と２人で

やったほうがいいのかもしれない。

いやいや、もういいです。

ちょっと、これは次にしましょう。

この後の議論は次回へつなげたいと思いますし、また、次回もお

こ方でやりとりするだけでなく、本協議会として考えていきましょ

う。前回も、そして今回もお話ししましたけど、四番目の市が運営

する保育施設の管理の効率化については、、この協議会に民営化の是

非を議論しなさいということは、基本、問われていないと思います

し、問題は、その点を視野に入れながら、一体、効率化というのは

どういう方針で行うかということについて、やはり協議会としての

見識を示すことが大切だと思います。もちろん、その中で、効率化、
２６
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民営化などのメリットについてもご意見をいただいてもいいですし、

そうでないというご意見も、また次回以降、積極的にご意見をいた

だければと思います。

では、これで議事の２番目、協議事項は終了をいたします。

では、次に議事の３番目、次回日程の確認を議題といたします。

次回ないしは８回目については、もう既に前回でも確認をさせてい

ただいていると思いますがＹ次回、第７回目は１１月２７日、そし

て第８回目、最終ですが、１２月１６日というふうに決定しており

ますが、よろしいでしょうか。

（「異議ありません」の声あり）

では、次回の日程は１１月２７日（金）、第８回目は１２月１６日

（水）ですね。いずれも７時半からということですので、皆様、ご

参集ください。

では、会議を閉じ散会いたします。どうもお疲れさまでした。あ

りがとうございました。

閉 会

2７

旬


